
整理番号

　盛　岡　市　長　　様

　盛岡市農業生産資材価格高騰対策支援金の支給を受けたいので、裏面の「誓約書兼同意書」に

誓約及び同意の上、関係書類を添えて申請します。

申請額の計算

円

円

円

【市記載欄】

（携帯）

盛岡市農業生産資材価格高騰対策支援金支給申請書

氏名

(法人の場合は、

法人名及び

代表者名)

令和　　年　　月　　日

※氏名は、添付する税申告書の名義人と同一でお願いします。

法人

盛岡市

TEL

(どちらも記入して

ください。)

（自宅）

印

(本人が手書きしない

場合は、押印してく

ださい。)

住所

(フリガナ)

円

その他欄支給決定額受付 伝票入力 審査 交付決定 支出

円

 A÷ 1.04

円

Ｒ６税申告書の額

（青色申告決算書、

収支内訳書等の額）

【A】

A÷率

【B】

肥料費の額

円

円

農薬衛生費の額

飼料費の額

円

 A÷ 1.11

 A÷ 1.02

円,000

円

申請額

（３つの合計）

FAX

E-mail

【A】－【B】

資材ごとの申請額

個人事業主　事業者種別（どちらかに〇をしてください）

(1,000円未満は切り捨て。

100万円を超えた場合は100万

円上限、1,000円未満の場合は

支援金対象外となります。)



　支援金の支給要件の該当性等を審査するため、市が必要な住民基本台帳情報等の公簿等の確認

を行うことに同意します

　市が支給決定をした後、請求書等の不備による振込不能があり、市が確認等に努めたにもかか

わらず、請求書等の補正が行われない等の事由により令和７年12月31日までに支給ができなかっ

たときは、申請が取り下げられたものとみなされることに同意します

誓約書兼同意書

　私は、盛岡市農業生産資材価格高騰対策支援金（以下「支援金」という。）の支給申請を行う

にあたり、次に記載の項目について、誓約及び同意します。

　なお、虚偽の誓約を行った場合又は同意した項目に違反した場合には、盛岡市長が支援金額を

決定する前であれば、支援金の支給申請を取り下げ、既に支援金の支給を受けていた場合は、速

やかに盛岡市長に支援金を返還します。

記

誓約及び同意項目

　支援金の支給申請にあたり、盛岡市長に提出した支援金の関係書類、通帳その他の提出書類に

記載の事項に虚偽のないこと

　盛岡市が行う支援金の関係書類の提出指導、事情聴取及び立入検査等の調査に応じること

　申請書に記載した肥料費、農薬衛生費及び飼料費は、農業に係る経費として所得税確定申告書

等又は法人税確定申告書に添付する書類に記載し税務署等に申告した額と相違ないこと

　申請日において農業経営を行っており、支援金の支給後も農業経営を継続する意思があること

　暴力団（※）でなく、また、役員等が暴力団員（※）や暴力団員と密接な関係を有する者では

なく、農業経営に暴力団や暴力団員が実質的に関与していないこと

※暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条に規定するも

のをいう

　政治団体又は宗教上の組織若しくは団体ではないこと

　支援金の支給申請及び支給に関わる情報については、支援金事業及び盛岡市が行うその他の事

業等における適正な事務執行の確保等の理由により、警察その他の関係行政機関等の間におい

て、共有される場合があることに同意します

　支援金の支給申請にあたり、盛岡市長に提出した支援金の関係書類、通帳その他の提出書類に

ついては、支援金の支給を受けた年度の翌年度から５年間保管し、盛岡市から求めがあるとき

は、速やかにこれを提出すること

　既に支援金の支給が行われている者のうち、支援金の支給要件に該当しないこと又は盛岡市長

が支援金の支給が不適切であると認める者であることが発覚した場合には、支給を受けた支援金

について、返還等を遅滞なく行う義務を負うほか、盛岡市が支援金の支給申請及び支給に関わる

情報等の公表等を行うことがあることに同意します


